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　養父市では、地方分権の時代に合わせ、自

己決定と自己責任による自立したまちづく

りを進めるとともに、少子高齢化や過疎化の

進む養父市の抱える課題の解決に向け「まち

づくり基本条例」を定めました。

　この条例は、まちづくりの主体である市民、

議会、市それぞれの役割や責任を明確にした

もので、協働のまちづくり（養父市では、と

もに働く元気な養父づくりといいます）を進

めるための理念や仕組みを中心に定めてい

ます。

　しあわせなまちを創っていくには、主役で

ある市民の皆さんの参加と協働がなければ

実現しません。

　今後、養父市のまちづくりは、市民の皆さ

んと共に、この条例に基づいた理念と手法に

基づき進めていきます。

あなたも消防団に入団しあなたも消防団に入団してて
地域に貢献しませんか地域に貢献しませんか？？

　消防団では、あなたの力を必要

としています。地域を守るために

ぜひ入団してください。

まちづくり基本条例
を制定しました！

～本年７月いよいよ施行～

地域自治組織の設立を目指します！

　地域に目を向けると、各集落の自治活動、

ボランティアやまちづくり団体など各種団

体の運営活動の維持が困難になりつつあり

ます。

　ひとつの集落や団体では解決できない課

題への対応や新たな事業の取り組みでも、相

互で連携しあうことで持続することが可能

になるのではないでしょうか？

　このようななか、市では新たな地域自治の

枠組みが必要と考え、今年度を「まちづくり

元年」と位置付け、市民相互、市民と市の協

働のまちづくりを進めるため、小学校区単位

に「地域自治組織」の設立を目指します。　

　今後、まちづくり基本条例の理念を周知し

ながら、市民の皆さんと一緒に地域自治につ

いて考える機会を設けていきます。
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